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午前１０時開会 

○事務局（中丸） それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。 

  まず、次第ということで裏に名簿のあるもの、Ａ４でとじてある資料１、Ａ４で１枚の資

料１－２、Ａ３で左側２カ所とめてある資料２、Ａ３で１枚の資料３、Ａ３で薄めのとじて

ある資料４、Ａ４で１枚の資料５、「第２回専門部会」が資料６になります。 

  次第以外は全員にお送りしてあると思いますが、お手元にございますでしょうか。資料の

過不足はございませんでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、本日は、東委員、畔上委員から欠席の連絡をいただいております。まだ田坂委

員がお見えでないということでも、会議の成立につきましては、ふじさわ男女共同参画プラ

ン推進協議会要綱第６条の規定に定める半数以上のご出席が認められておりますので、この

会議が成立しておりますことを申し添えておきます。 

  続きまして、本市におきましては、市政において重要な役割を果たしております各種の審

議会等の附属機関やこれに準ずる機関の会議は、市政運営や施策形成における公平性及び透

明性を高められるよう、藤沢市情報公開条例第30条の規定により、原則公開としております。 

  このふじさわ男女共同参画プラン推進協議会におきましても、公開を原則として運営して

まいりたいと考えておりますが、皆様よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（中丸） それでは、ご異議がないようですので公開とさせていただきます。 

  本日の傍聴人の確認をさせていただきます。 

○事務局（中田） 本日は、傍聴人の申し込みはございませんでしたので、このままで進行を

お願いします。 

○事務局（中丸） それでは、ここからの議事の進行は会長にお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

○木村会長 どうも皆さん、おはようございます。半年ぶりということになりますけれども、

この間、専門部会を２回ほど開催いたしまして、後段の議題になりますけれども、３番の議

題に向けて、どういったところを書いていったらいいのかというところでさまざまな観点が

出ておりますので、後ほど皆様に協議させていただきたいと思います。 

  いつものご注意ですけれども、議事録をとっておりますので、皆さん、発言のときは挙手

をしていただいて、お名前を言っていただいてからご発言をお願いいたします。 
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  資料の確認は、これでオーケーですね。 

  そうしましたら、議題として、本日はこの１から４まであります。１が審議会等への女性

の登用状況、２が「ふじさわ男女共同参画プラン2020」の進行管理について、それから、先

ほど申しました次期ふじさわ男女共同参画プランについてということで大きく３つお話をし

ていきたいと思います。 

  では早速、議題１ということで、審議会等への女性の登用状況、ご報告になるかと思いま

すけれども、事務局からお願いいたします。 

○事務局（中丸） では、議題１について説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

  資料につきましては、資料１と資料１－２を使います。 

  こちらの審議会等への女性登用につきましては、プランのほうでも審議会等の市政に対す

る女性の参画促進ということで取り組むべき事業として定めているところでございます。 

  資料１－２をごらんください。こちらの３、登用状況についてでございます。（１）国の

分類による審議会等の女性登用比率についてですが、アには、国の第４次男女共同参画基本

計画の目標が書いてあります。令和２年に女性の登用比率30％以上というものが目標になっ

ています。イのほうは、藤沢市の現在の状況です。今年度の４月１日現在の状況でございま

す。こちらが29.3％となっております。こちらは、昨年が29.2％だったので0.1％の上昇と

いうことになっております。 

  次に、（２）の市独自の分類における審議会等の女性登用比率、こちらのアが、藤沢市の

プランの目標が令和２年度で50％を目標にしておりますが、イで、現在の状況としましては

42.1％、昨年よりも0.8ポイントは上昇しておりますが、まだ目標達成には至っておりませ

ん。 

  資料１の１枚目をごらんいただきますと、上から見ますと、分類として１から７まであり

ますけれども、こちらの２、３、４のところが国の分類によるものでございます。すぐ下の

表の上の欄というのですか、「国の分類による審議会等（分類２～４）」というところ、審

議会の数が60ありまして、女性の登用比率が29.3％となっております。 

  その下の段が「市独自の分類における審議会等」ということで、こちらは２、３、４に５

と７も加えたもの、要綱、要領等による協議会等と、それに該当しない市が把握している団

体とか実行委員会なども含めたものになりますが、そちらが266の審議会数がありまして、

女性の登用比率が42.1％となっています。こちらは、過去５年間のものを記載しております

けれども、見ていただきますと、41％から42％で推移していて、大きな伸びがなかなかない
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状況になります。 

  １枚めくっていただきまして、次の２ページ目には、昨年のこの会だったと思うのですけ

れども、宮川委員から、棒グラフにするとわかりやすいのではないかということでいただき

まして、こちらにしてみたものです。こちらを見ますと、40～49のところが多いのですけれ

ども、やはり20台のところも多くなっていて、なかなか50％に近づいてはこないのかなと思

います。 

  ３ページ以降になりますと、まず、分類ごと、審議会ごとの数値を出しています。３ペー

ジ目、４ページ目が国の分類によるものになっています。こちらは、例えば２番の行政委員

会などについては、人数が少ない、３人の委員のうち１人は女性が入っているのだけれども、

そういう場合でも40％には至らないという状況になってしまっている、そういうところもあ

ります。また、登用比率が０％のところも幾つかございます。３のところにもありますし、

次の４ページ目の条例のところにもありますが、こちらについては、学識経験者や関係者で

選出する形が多いかと思うのですけれども、そういう場合だと、その専門の分野に女性が少

ないとか、そういう少ない方だと全国的にもいろいろなところで引っ張りだこになってしま

うということで、なかなか女性の選出が難しいところもあるようでございます。 

  その後、５ページ以降は要綱によるものだったり、８ページ以降は、各市民センターなど

で事務局となっているような地域団体などもございます。こちらの地域団体などは、市に任

命権がありませんので、その会はボランティア的な意味合いもありまして、市側の裁量で女

性登用ということがなかなかできないところでもあります。 

  また、逆に女性のほうが多いという団体もあります。女性登用が93％とかあるところがあ

ったり、子ども、青少年の関係だったりすると、女性が逆に多く、そういうところも男性が

少な過ぎるということで課題にもなっているかと思います。 

  あと、何回もすみませんが、また資料１－２の裏面に行っていただいて、４、今後の対応

についてでございますが、この資料自体が７月４日の男女共同参画推進会議といいまして、

庁内の組織でこのプランの進捗管理などをチェックしている機能の会議でございますが、そ

ちらの会議で使った資料になるのですけれども、この「女性登用比率アップに向けての対応

方針」というものを毎年示して、各職場、各課に周知しているところなのですけれども、そ

れがいつも１月だったのですが、大体４月に切りかえのところが多いので、１月ではもう次

の期の委員に声かけが始まっていたりしていることもあって、その委員に声かけを始める前

に男女共同参画のほうに連絡をして、こちらできちんと女性を登用してくださいねというよ
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うな話をさせていただいているのですけれども、そういうことがどうしても抜けてしまうこ

とが多くなっているので、早めに、10月に今回は対応方針を策定して周知したところでござ

います。この10月というのは、ちょうど来年度の予算要求をする時期でありまして、各担当

も、来年度について考えている時期でもあるので、タイミングとしてはいいかと思っていま

す。また、時期を見て、年度明けとかに再度周知をしていこうと思っています。 

  この議題につきましては以上となります。 

○木村会長 ありがとうございます。 

  ご報告をいただきましたけれども、何かご質問とかお気づきの点、ご意見がございました

らお願いいたします。片岡委員、お願いします。 

○片岡委員 資料１の上の表に５年間の経過が示されていますが、おそろしいことに５年間、

数字がほとんど変わっていないのですね。ということは、今までのままではだめなのだとい

うことを示していると思うのです。何が一番問題なのかと思いますと、この中でも特に、下

の分類でいくと行政委員会、それから３の法律設置のものが特に少ない。そこを特に増やし

ていく努力が必要なのですけれども、行政委員会、３ページ目をごらんいただきますと、農

業委員会を除いては委員数が少ない委員会が多くて、専門性を求められるため難しいかと思

うのですが、農業委員会の数をもう少し増やすという、農業は、ほかのところを見てもかな

り女性の参画が遅れているので、重点的にやっていかないと、これは今後数字が上がってい

かないと思います。 

  あとは、やはり０％のところをなくすという目標を１つ掲げてはいかがでしょうか。何か

具体的な取り組みがないと、「絶対０はなしね」ということを目標に掲げていただくだけで

も、この５年間の数字が変わらないという状況を打破できるのではないかと考えました。 

○木村会長 ありがとうございます。重点的かつ具体的にというところかと思います。 

  ほかに何かご意見ある方いらっしゃいますか。小野委員、お願いいたします。 

○小野委員 スポーツ関係がやはりどうしても女性は上がってこないという。オリンピック・

パラリンピックを控えていながらも、やはりずっと状況としては変わらないのかなと思いま

す。災害のときのお話も前あったのですけれども、女性目線という部分では、やはりスポー

ツ関係も、更衣室の問題とか、セクハラの問題とか、いろいろな形で女性の登用ということ

を、スポーツ審議会の数も１人しかいませんので、そんなところも含めて、スポーツ界全体

が、もっと女性を登用していくことを心していかないといけないかということを、表を見て

思いました。 
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○木村会長 ありがとうございます。オリンピック・パラリンピックもございますし、そうい

ったところで、もう少し女性の裾野が広がることが大事かと。 

  少しだけ余談になりますけれども、この間、女性のスポーツの取り組みがなかなか少ない

ということで、そこを強化するために、スポーツ庁が、ＮＨＫのチコちゃんをキャラクター

にして、もっと女性の人みんなでスポーツしようよみたいな取り上げをして、ポジティブな

受けとめもあった反面、やりたいけどできない、とりわけ30代、40代の年代ができない。そ

れは何でなんだろうというときに、やはり仕事だったり、子育てだったり、介護だったりと

いう、社会的な役割の負担がその世代の女性に集中して、「これでスポーツもやれ」と。し

かも「やらないからと怒られる、叱られる。そんなのたまらない」というような受けとめだ

ったと理解しています。ですので、女性に頑張ろうと言うだけではなくて、そういう社会構

造というか、そういうところに目を向けていって、どうやったら女性のスポーツの裾野が広

がるのかということは、やはりちょっと考えていかなければいけない視点なのかなと感じて

いるところでした。 

  ほかにどなたかお気づきの、「ちょっとここは」みたいなところはございますでしょうか。

お願いいたします。 

○？？委員 ピンポイントで狙い撃ちをして恐縮なのですけれども、５番の要綱による委員会

ですが、各地区を見ると御所見が、なぜか郷土づくり推進会議も公民館評議員会も、ほかの

地区に比べて女性の登用比率が低いように思われます。例えば、ほかの地区はこうですよと

いうようなことをお示しするとかして、少し参画を促していただくとかといったことができ

るのではないかと思いましたが、いかがでしょうか。 

○木村会長 そのあたり、どうでしょうね。 

○事務局（中丸） そうですね、声かけはしていけるところなので。これは配られてはいるの

ですけれども。皆さん、これは見られる状態にあるのですけれども、直接声かけをしていき

たいと思います。 

○木村会長 先ほど「０％のところはなくそう」ということがありましたし、やはり農業のエ

リアで、そことすごくリンクを恐らくしているのではないかとも思われますので、そういっ

た両面からの圧力をというところではないかと。圧力になってしまうといけないので、やは

りほかの地域はこうなっているというような見せ方といいますか促し方が重要かと思います

ので、ぜひそのあたりを、絶対元気な方とかいらっしゃるはずなのでと思います。ありがと

うございます。 
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  では、次に結構ボリュームのある議題もございますので、このあたりにさせていただきた

いと思いますけれども、大丈夫でしょうか。もし何かお気づきの点がありましたら、また別

途声をかけてください。 

  では、進ませていただきます。議題２、「ふじさわ男女共同参画プラン2020」の進行管理

の現状ということで、こちらの報告と、また、さらにその状況を踏まえて、皆さん意見交換、

議論していくような形になると思いますので、事務局のほうから現状のご報告をお願いいた

したいと思います。お願いします。 

○事務局（中田） それでは、事務局の中田が説明させていただきます。 

  「ふじさわ男女共同参画プラン2020」の進行管理についてというところですけれども、事

業評価といたしまして資料２、一番大きなもの、こちらをまずは１枚めくっていただきます

と、裏面に総括表という形で達成状況が載っているところです。こちらの中で事業の達成状

況というところではＡからＤという形で各課に自己評価をしていただいております。事業数

はかなり多いところもございますので、こちらの達成状況で、まずはＣとＤ、「達成でき

ず」あるいは「未実施」となってしまったものについてご説明させていただきたいと思いま

す。 

  資料２の20ページをお開きください。事業ナンバーの47番、家事・育児等を積極的に行う

男性ロールモデルの情報提供としまして、人権男女共同平和課が担当になっておりますけれ

ども、「共に生きるフォーラムふじさわ」の開催ということでございますが、こちらが昨年

度と同様となってしまうところではございますけれども、事業で「共に生きるフォーラムふ

じさわ」の実施はあったのですが、そのテーマが毎年変わってくるというところで、今回の

平成30年度のテーマは男性ロールモデルの関係ではなかったために、事業評価としてはＣに

させていただいております。 

  平成30年度は、それにかわる事業も難しいところでなかったのですけれども、令和元年度

では、産業労働課と共催という形で、今度12月１日ですが佐々木常夫さんをお呼びして講演

会という形で、そういったところに働きかけという形で、かわりの事業という意味ではない

ですけれども啓発が進められるようにというところでございます。 

  続きまして、ページを飛びまして34ページです。事業ナンバー69と大きくありますけれど

も、食生活を通しての健康づくりの推進とございます。こちらの中に食生活改善推進員の養

成がございますけれども、こちらがＣ評価、達成できずとなっておりました。こちらですけ

れども、具体的な数値目標としては設けていないということでございました。ただ、例年と
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比較しても受講者及び修了者がかなり少なくなってしまったというところがありましたので、

今後さらに増やしていかなければいけないというところで、これからに向けて増やしていく

ぞという意味も含めての達成できず、Ｃ評価ということで報告がありました。 

  今年度、特記事項のところに書いてありますけれども、これまでから開催時間をずらす等

といった形でより参加しやすいような取り組みを進めて、申し込み者数としては今年の倍ぐ

らいにはなったというところで、あとはどれぐらい修了してくれるかというところで様子を

見ていきたいと思います。 

○片岡委員 11回通うのって難しいわね。 

○事務局（中田） そこも含めて、なかなか修了者が増えないところもあるのだとは思います。 

  続いて37ページです。事業ナンバー72、訪問指導の充実というところで、この中にござい

ます成人訪問指導の実施がございまして、こちらが実施なしのＤとなっております。こちら

は事業として全く行っていないわけではなくて、門戸は開かれているのですけれども、相談

が入ってきて、それに対して訪問する必要があるかどうか判断をして行うものということで、

この平成30年度は訪問までは至らなかった。相談自体はあったけれども、訪問までは至らず

に、電話、面談等で事が足りたというところでＤ評価とされております。 

  相談件数自体は、１つ前のページの一番上に健康増進事業とあるのですけれども、こちら

の数字がちょっと見づらいところもあるのですが、健康相談というものがそれに当たるかな

というところでありました。電話は、１人に対して１回の形になってくるのですけれども、

イベントを打ったりしたときに来たものについては１回に対して何十人とか来るということ

で、回数と人数が全然イコールになっていないところがあります。相談があったけれども、

訪問までは至らなかった、そこまでではなかったということで報告がありました。 

  続いて47ページです。事業ナンバー89、障がい者の就労と雇用の促進ということですけれ

ども、こちらの中でＪＯＢチャレふじさわの実施がございます。こちらが達成できずという

ことでＣ評価の報告がありました。こちらも、具体的な数値目標としては設けてはいないと

ころがあります。ただ、昨年度もそうだったのですが、こちらは、藤沢市でＪＯＢチャレを

行う一番大きなところとしては、民間企業へのモデル掲示というところでありまして、それ

に関して、企業での見学の受け入れを行っているところなのですけれども、そちらの数字が

なかなか伸びないというところで、８件というのは前年度とほぼ横ばいというところですね。

この数字をもっと伸ばしていきたい。具体的な数字で何件以上というのは設けていないけれ

ども、もっと受け入れを増やしていきたいというところがあってのＣ評価ということで報告
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がありました。どういった形でアプローチしていくのか悩んでいるところではあるみたいで

すけれども、増えていくのを期待したいと思います。 

  事業の達成状況のＣとＤについては、以上の事業になりまして、次の今後の方向性という

報告が各事業ございまして、この中でも、見直しや廃止となったものについて次にご説明差

し上げます。 

  ページが戻ってしまうのですけれども、まず13ページをお願いいたします。13ページに２

つ事業が載っていまして、ナンバー30のＮＰＯなど市民活動への支援ということで、公益的

市民活動助成事業の実施と市民活動団体提案協働事業の実施というものがそれぞれございま

す。それぞれ基盤強化を目的に、先に公益的のほう、上のほうですけれども、組織基盤強化

を目的に平成26年度から始めた支援なのですが、自立性・継続性につながる支援が効果的に

機能していない部分もあるため、平成31年度に制度の抜本的な見直しを行うというところで、

制度自体に今見直しをかけているところ。平成31年度は見直しのために新規の募集をたしか

していなかったかと思います。それで市民活動団体提案協働事業も、公益的市民活動助成金

とともに制度の見直しを行うとございますので、２つ合わせて何か新しい形になっていくの

か、そのあたりが来年度わかってくるかと思います。 

  続きまして25ページです。ナンバー58、高齢者への在宅福祉サービスなどの充実でござい

ます。そちらの中にございます給食サービスが平成30年度で廃止となっております。こちら

ですけれども、事業としては20年以上続いていたものだということで報告がありました。た

だ、今、当時と違って民間の配食業者の数も増えてきましたし、値段、サービスといったと

ころも大分改善というかよくなってきているというところもありまして、行政が事業継続を

する意味が薄れてきたかなというところがございました。初めの導入というところで、行政

としては役割を果たしたかなという部分がございまして、こちらの事業は廃止になったとい

うことで報告がありました。 

  続きましては、42ページです。事業ナンバー83、高齢者の社会参加の促進ということで、

高齢者いきいき交流事業の推進がございまして、こちらが見直し対象となっております。こ

ちらは、藤沢市が以前から継続的には行っているのですけれども、行財政改革の見直し検討

事業として上げられているものとなっておりまして、制度のあり方も含めて今検討を進めて

いるところでございます。 

  隣の43ページ、事業ナンバー84、高齢者の生活安定への支援ということで、福寿医療助成

事業がございまして、こちらも行財政改革の見直し検討事業だったのですけれども、こちら
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は平成30年度をもって廃止しております。経過措置として平成30年度までに資格を取得した

人については助成を続けるという形で、そこについては継続されているところです。こちら

について廃止になった経緯としましては、今、地域包括ケアシステム、藤沢型地域包括ケア

システムということで、地域での助け合いといった部分も含めて取り組みを進めているとこ

ろです。こちらの福寿のほうを廃止という形にしてしまうのですけれども、その分、浮いた

予算は、地域の包括ケアシステムですとかといったところに持っていって、より地域でつな

がりを強化していくというところで、こちらが廃止になったという経緯があります。 

  続いて、44ページに、また再掲ですね、給食サービスがございますので、ご説明を割愛さ

せていただきまして、次の45ページの87、障がい者の社会活動の促進と生活への支援という

ことで、障がい者等医療費助成事業が見直しという形になっております。こちらも、やはり

行財政改革の見直し検討事業となっておりまして、事業効果を踏まえながら制度のあり方も

含め検討中ということで報告がありました。 

  資料２としては以上となります。続いて、資料のナンバーが前後して申しわけないのです

けれども、資料５をごらんください。こちらは保育付き事業の昨年度の第３回の会議の中で、

今まで各課がそれぞれ頑張って進めてくださいという形が対象外となっていたものですが、

こちらで具体的な数字等を出していく必要があるのではないかというご意見を昨年いただき

ましたので、こちらについて調査をかけました。 

  その結果がこちらの調査報告になっておりまして、数字としては、あるとおりになってし

まいますが、市民向けの講演会や説明会等の事業を実施している課は53課ぐらいありました。

そのうち保育付きを実施した課は22課というところで、割合としては41.5％、半数にちょっ

と足りないといったところでございました。事業数だけで見ますと2,867とかなり多い事業

になってくるのですが、例えば消防、救急救命のものなどはかなり回数が多くて、それに対

して全てでつけられなかったりするところもあってかなり多くなっています。2,867事業に

対しての保育付きの実施は69事業の2.4％、数字ではかなり少なく見えてしまうところでご

ざいます。 

  今申し上げましたような救急救命については、通常のものもあるのですけれども、逆に保

育をつけたものもあるということですので、そういった部分、要望のあった際には、そちら

にまず案内をするという話が消防からはありました。 

  実施しなかった理由としましては、参加者層が高齢者中心のため、保育の要望がこれまで

もなかったというところですとか、予算、人員が限られているために、子育て世代がよりニ
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ーズが多いであろうという事業に絞って保育付き事業としたといったような理由が調査から

出てまいりました。 

  こちらですけれども、今回、全庁的に調査を行ったというところもございまして、今まで

保育をつけるという発想がなかったというところですとか、あるいは、今後こういった事業

であれば保育付きを検討する必要があると思っているというようなお話もいただいたりとい

うところもありましたので、そういった面からも、今回の調査が庁内の意識向上につながっ

たかとも思います。そういうところもありますので、こちらの調査については、今後も継続

して毎年行っていきたいとは考えております。 

  資料５は以上です。 

  続いて、資料をちょっと戻ります。資料３、Ａ３の１枚です。こちらは、「ふじさわ男女

共同参画プラン2020重点目標ごとの成果指標」でございます。ここでは大きく数字が動いて

いるものについて説明させていただければと思います。 

  まず、重点目標１です。こちらの中では、固定的な性別役割分担意識について反対と思う

人の割合というところが、改定時、平成25年の市民意識調査のところから、平成30年度の市

民意識調査では61.2％ということで大きく伸びているところでございます。それに対して、

男女の地位の平等感ですとか言葉の認知状況というところはやや下がっている、１％ぐらい。

これについては回答者の揺れというところでおさまっているのかと思いますけれども、その

中でも、固定的な役割分担意識について、反対という数値がしっかり上がっているというと

ころは、見るべきところかと感じております。 

  続きまして重点目標２です。こちらは、市内企業の管理職に占める女性の割合でございま

して、こちらは、改定時の実績だけの調査なのですね。神奈川県男女共同参画の年次報告書

から持ってきていて6.5％になっております。藤沢市も平成30年度に企業調査を行っている

のですけれども、こちらでは10.0％ということで、県よりは高いかなというようなイメージ

の形になっています。 

  ちなみに、市の企業調査は平成27年にもございまして、そちらのときは9.8％というとこ

ろで、伸びとしてはあまり伸びていないかなというところは感じます。もともとの改定時の

実績として使っていました年次報告書によりますと、平成30年度は7.8％、微増というとこ

ろ。目標値まで、藤沢市としては引き続き伸びていってくれればいいかとは思っております

が、横ばいになると、何か考えていかなければいけないかと思います。 

  続きまして、地域活動に参加したことのある男性の割合というところですが、こちらが、
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平成25年度、49.3％から、平成30年度は57.3％と大きく伸びました。この要因といたしまし

ては、市民意識調査の中で、今回、項目が新規で１つ増えたというか書き直した部分がござ

いまして、ビーチクリーンなどの地域の環境に対する活動というところがございます。それ

がかなり選択していただける、特に男性がかなり答えているというところで、やはりマリン

スポーツとかに触れていらっしゃる方が多いのかなというところもあって、これが大きく伸

びた理由かとは感じております。また、何が地域活動に当たるのかというところがわかりづ

らいところもあるのかなとは感じています。 

  続きまして、重点目標３でございます。ワーク・ライフ・バランス推進の仕組みを導入し

ている市内企業の割合ということで、こちらが、改定時実績の調査結果がどこから持ってき

た数字なのかというところは、調べたのですけれども、なかなかわからなくて、ここの会議

に間に合わなかったのは申しわけないです。こちら当初数値が54.3％に対し、この83.7％は、

市内企業に対して調査した結果でございます。この83.7％、その仕組みのうち、いわゆるノ

ー残業デー、ノー残業日の設定ですとか、そういったところが一番多く選ばれてはいるとこ

ろです。これだけいろいろワーク・ライフ・バランス改革と言われてきている中で、仕組み

ができていても、それを活用できているかというところの確認ができていないのがこの数字

の気になるところなのですけれども、そういったところも何か見えてくればいいかとは感じ

ております。 

  続きまして、保育の充実度のところ、こちらは常々言われているところではございますけ

れども、待機児童数でございます。藤沢市も定員の拡大というところは引き続き図っている

ところなのでございますけれども、利用申し込み児童数増加には追いついていない現状とい

うところで、もちろん担当課でも引き続きの課題として進めているところではございます。 

  続きまして、重点目標４でございます。こちらの中では、ＤＶ相談窓口の認知状況がござ

いまして、こちらが、平成25年度の実績から大きく落ちてしまいまして41.3％となっており

ます。ここで一番大きい何が原因かというところを見てみましたところ、平成25年度のとき

に、一番知られていた窓口が女性センターの相談だったのですね。それがなくなってしまっ

た、一応かなテラスとして残ってはいるのですけれども…… 

○？？委員 江ノ島の。 

○事務局（中田） 江ノ島です。その分がそっくり抜けてしまった。20％ぐらいの回答率があ

ったかと思うのですけれども、それが抜けてしまって、数字としては落ちてしまったという

ところでございます。 
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  重点目標５については、大きな数字の変化はなかったのですけれども、横ばいのところが

ございますので、もっと上がっていってほしいというところはございます。 

  資料３につきましては以上で、最後は資料４についてでございます。こちらは、「ふじさ

わＤＶ防止・被害者支援計画」の事業実績についてです。こちらについては、基本的に数値

目標を掲げるものではございません。ＤＶの被害者等をつないでいくための事業を引き続き

実施していくというところが一番大きなものとなっております。その中で、このようなこと

を実施していますというような内容が記載されているものになります。 

  この中では、２ページ目、具体的事業10のところですけれども、相談窓口の充実というと

ころで相談件数が載っておりますので、そちらについて簡単に説明させていただきたいと思

います。こちらの相談件数というところは前年度と比較してということになるのですけれど

も、児童虐待については、相談件数、今年度が９件で、前年度も９件と変わらずというとこ

ろでした。 

  １個下に行きまして福祉総合相談支援センター、虐待暴力等の相談ですね。こちらが、平

成29年度が14から、平成30年度が30という形で倍近く増えているところです。その次の高齢

者虐待専門相談窓口、こちらが平成29年度実績で71件、それに対して85件、やはりちょっと

増えている。 

  下に行きまして女性相談、こちらが、ＤＶに関しては藤沢市の窓口になっているところで

ございますけれども、こちらが平成29年度は179件、そこから平成30年度が193件、やはり増

という形になっています。 

  総じて、比較してどこも相談件数が増えてきているところもございますので、引き続き相

談窓口の拡充も含めて、関係課で連携しながら進めていきたいと考えております。 

  以上で説明を終わります。 

○木村会長 ありがとうございました。 

  保育付き事業の調査なども初めてしていただいて、貴重な知見が得られたのではないかと

思います。そこの部分はどうもお疲れさまでした。ありがとうございましたというところか

と思います。 

  ちょっとボリュームがありますけれども、現状このような形になっていますので、何か改

善に向けたというところにつながっていきますので、ご意見、ご質問がございましたらお願

いいたします。樋浦委員、どうぞ。 

○樋浦委員 資料２の37ページの、先ほど「Ｄ」で、成人訪問指導の実施、相談があったけれ
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ども、訪問まで至らなかったとご説明があったのですが、課題として何か世の中がよい方向

に向かっているとも思えない中で、訪問ができないというのは、ハードルが高いとか、つま

り相談者にとって来てもらうことがというようなことはないのでしょうか。やはり家庭の中

で状況を見て、具体的に支援していくことは必要な部分だろうと思うのですけれども、なか

ったという、藤沢市のこれだけの規模でというところで、さっと見たときに一番違和感があ

ったところですが、いかがでしょうか。 

○事務局（中田） 訪問に至るまでに、こういったものをクリアしないといけない、というと

ころまでがあるのかということですけれども、今のところ本課は把握をしておりません。で

すので、今回いただいた意見をもとに担当のほうに確認させていただきまして、そういった

訪問に至るまでに越えなければいけないハードルとか、そういったものが何かあるのかとい

ったところ、そこのところを確認したいと思います。 

○木村会長 どうぞ。 

○樋浦委員 給食の支援の打ち切り、それは民間にもっと使い勝手のいいいろいろなものが入

ってきて、それは実感しているのですが、それからあとは、100歳以上の高齢者の援助とか、

幾つか打ち切りのことがあるのですけれども、かわりに何か財政的に支援するとか、そうい

うことが全くなくて、民間があるからもうやりませんよということだと、ちょっと福祉の切

り捨てに近いかなみたいな印象を持ったのですけれども、いかがでしょうか。 

  具体的には、25ページと43、44、45ページあたりですが、見直し事業全部。 

○事務局（中田） 福祉のほうについては、行財政改革の見直し、検討の中で示されています

けれども、地域包括ケアシステムに移行していくというところがあるみたいです。その課と

しての考え方ですね。そちらに移行していく中で、ケアシステム自体、ピンポイントで、よ

りもっと広く地域として支援を行っていく中で、それについての財政的な部分の財源確保と

いうところも含めて廃止になったということが書かれています。 

○？？委員 関連していいですか。それにかわるということではないのですけれども、子ども

食堂のような、ちょっと別の視点ですが、57で放課後の児童に対する施策の充実等もあるの

ですが、今、社会的に割と増えてきていますが、そういう数字を拾うというか、それはどこ

かに入っていますか。 

○事務局（中田） 子ども食堂とかそういったものについてはなかったかと思います。 

○？？委員 ないですかね。それで、老人の配食というのはすごく歴史もあって増えてきてい

ると。一方で、子どもの貧困とか、女性が働き始めて、保育園をつくっているけれども、や
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はり足りないというようなことが今、報告の中にもありましたが、そうなると、そういう視

点も必要になってくるのでしょうけれども、この中にはそれは入っていないのですかね。 

○片岡委員 知っている範囲ですが、藤沢市内でたしか３件。藤沢のカトリック教会と長後の

慶應の学生たちがやっているところと、あともう一個、藤沢北口にありますね。だから３カ

所はあると思うのですけれども。プライベートセクターで行っていて、そのサポートがどう

いうふうに行われているのでしたっけ。少なくともこの間、私も何かで読んだのですけれど

も、地域のＪＡが、わいわい市とかという生産者の直売所で売れ残ってしまったものをそう

いった子ども食堂に活用するシステムは、ですから、プライベートセクター同士で確立され

ているというところまで。行政が介入する前に、多分そういった方向で動かれたのだと思う

のですね。 

  でも、財政的にももうちょっと、本当に女性の貧困というのがプランの中ではあまり語ら

れていないですけれども、女性の貧困というのは、今、離婚者が増えてきている中で、女性

の就労が不安定、なかなかフルタイムの正社員になれない状況の中、経済格差は相変わらず

男女で多くて、大概、子どもたちが母親のほうと暮らしている状況から、子どもの貧困と女

性の貧困というのは非常に密接にリンクしているので、そういったところへの重点的なサポ

ートというのは、児童扶養手当、違う……。 

○？？委員 母子家庭には児童扶養手当というものがあります。特別は障がい児。 

○片岡委員 児童扶養手当のレベルが下がっていく中で、やはり市独自の経済的なサポートが

必要かなと感じております。 

○？？委員 夕食なんかを食べに来なさいというのを、子どもの足で歩いて大体どのくらいの

距離感でそういうことが可能か。お母さんが帰ってきていない段階での、もし夕食の子ども

食堂をイメージすると。そうすると、今３カ所ご存じでしたけれども、もうちょっとあるの

かもしれないですが、何か私たちも……。 

○事務局（中丸） ありますね。 

○？？委員 ありますか。そういう視点を持って、少し、もっと地域に小刻みにあるといいも

のなんだろうなとは思うのですけれどもね。 

○木村会長 今のお話に関連されていますか。では先に。よろしいですか、富山委員。 

○富山委員 子ども食堂に関して言うと、４カ所目で、僕は実際にボランティアをやっていま

すけれども、基本的には、もちろん貧困とか課題のある子どもたち、家庭とかあるのですが、

保護者の方々、特にお母さんになると、ふだんでもなかなか忙しいとか、それから、やはり



15 

 

つながりを求めたいとか、これは普通に話をしていても、そういう部分も含めた活動になっ

ていますね。 

  それと、もちろん理想的には学区ごとぐらいにあると思うのですけれども、私がいるとこ

ろは片瀬ですが、それは片瀬小学校とか、最近だと鵠沼とかも来るし、鎌倉のほうからも来

たりしますが、それはそれで人数をたくさん受け入れています。ただ、それ以外にも、例え

ば人数をそんなに受け入れられないとか、それから、基本的に課題とか貧困とかをメインに

しているところもあります。全国的に、もしくは東京などで始まったときは、最初２つぐら

いに分かれているのですが、現実的に言うと、そういう貧困というものが多い地域とか、そ

ういうことでやっている部分と、それから  とかというイメージで言うと、全体で、貧困

だけではなくて、つながりとか、子どもたち同士のつながりも含めた居場所的な、そういう

もので両方やっている。 

  ただ、年寄りの方が来るというのは、多世代交流型も別のところではありますけれども、

たまたま、そうですね、藤沢市は多世代はあまりないですね。鎌倉市にはちょっとあります

けどね。高齢の給食とはちょっと違うかなという気がしますね。高齢者も含めてね。 

○木村会長 ちょっと最後にこの関連でよろしいですか。その後、岡さんにご発言いただきた

いと思います。 

  そうなんですね。そういった子ども食堂とか、そういったものを運営するものに対する市

として、私もちょっと朝日町のほうで絡んでいるもので申し上げられるのですが、市として

の事業としての助成というものがないのですね。例えば松本市とかは、そういった子ども食

堂を運営するＮＰＯに対して、例えば家賃を一部補助するですとか、そういったところ、松

本市だけではありませんけれども、幾つか行政でそういった動きが徐々に出始めています。

やはりそういう維持管理がとても、見えないところで。そうなんですよ、そこがやはりつら

い。寄附だけでなかなか賄っていけないという現状があって、そこをケアしていただけると

いうのは、バックアップとして非常に助かる面があると思います。 

  そこを藤沢市の場合は、先ほど後段、市民活動の助成事業を今改めているというお話があ

りましたけれども、そこで、私どもの団体もそういったものに応募をして事業を進めていた

りということもしておりました。そのあたりのものに援用してもらいたいという期待感も当

局としてはあるようです。もちろん市民事業は子ども事業だけではございませんので、その

あたりは事業の応分のバランスなどにもなっていくと思うのですけれども、そこだけで見る

よりも、やはり子ども支援という部分の文脈で、インフラの一つでもあるかと思いますので、
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そういった視点でのサポートはあると非常に力強い支援になるかなとは感じています。 

  小学校地区も幾つか開放されているところがあるみたいなのですけれども、見ていると北

部に偏っているので、南のほうはちょっとないので、そこも、横浜市あたりですと、小学校

でそういった放課後の勉強を見てあげるようなＮＰＯも入ってやっていたりとか、平塚市な

どでも、朝食の支援をやっている小学校ということも聞いております。朝ごはんというのも

課題ですね。なので、いろいろなやり方があると思うので、それの組み合わせという視点も

大事かなというところで、ちょっと申し添えさせていただきます。 

○？？委員 今のお話に絡んで、私も本当に子ども食堂とか、子どもを核にしたというか子ど

もをきっかけにした、そういう貧困、貧困だけではないけれども、困難しかかっている人に

対する支援が広がっていて、うちも東京の中野区でやっているのですが、そこは、例えば学

習支援をやったり、私のグループが離婚家庭の子どもにホウ教育をやったりしているのです

ね。そういうものの、もちろん基盤を、インフラを、お金という意味ではそうなってほしい

ということは会長がおっしゃったことに私も大賛成だし、本当に必要だと思うけれども、あ

と情報交換みたいなものが要ると思うんですよ。ここでこんなことやっているよ、ここでや

っているよというものって、みんな一生懸命やっているから、ほかを見る余裕がなかなかな

いということも含めてね。だから、そういう場をつくるのは、恐らく行政の仕事だと思いま

すので、そういう、協議会がいいのか何か全然わかりませんけれども、そういうものも、交

流会でもいいと思うんですね。 

  今、内閣府が、子どもの未来応援プロジェクトというので子ども食堂関連の事業を応援し

ているプロジェクトがあって、そこなども、最初は交流会ですね。リーフレットをつくると

いうところから始まる。大体みんな始めることは一緒なので。そういう感じで少し緩やかな

ネットワーキングができてくると、横をちらちら見ながらいろいろなことができていいかな

と。今、本当にぽつぽつ出てきたところなので、今やりどきではないかと思うの。ぜひ、そ

ういう活動の助成も含めてお願いしたいと思います。 

○木村会長 貴重な視点かと思いますので、ぜひ全市での共有をお願いしたいと思います。 

  お待たせいたしました、岡委員。 

○岡委員 何か今の皆さんの話に比べたらすごく小さなことで。給食サービスを廃止してとい

うことなのですけれども、それに関連して、上の生活支援型ホームヘルプサービスとか、そ

れは継続となっているのですが、利用者を見ると、４人が88回とか割と偏った感じで利用者

が少ない。こういうものは、もうこちらを民間にするのであれば民間にお願いして、その分
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の予算を子育てのほうに回していけるような形を、だから、もっとすごい、「皆さんＡなん

だな」と思って見たのですけれども、これだけＡをやっていてもパーセンテージが上がって

いないわけですね。ということは、この事業自体の見直しをもっと大胆にやっていって、予

算の使い方を、組み立て方を、視点を変えないと、何となく毎年同じようなことをやってい

て、これはもう達成したからＡとか、でも、達成しなかったからＤとかと、別に行くほどの

ことではない形だったら、それはＤでも「何でもなくてよかったね」という形だと思うので

すね。 

○？？委員 そうなんですよ。 

○岡委員 何となく評価の仕方の視点も、私はこれでは物足りないです。もうちょっと、毎年

毎年やっていることだから、もっと違った感じの視点で、予算も貴重な予算ですから、高齢

者の方は今、結構お金持ちが多かったりしますので、どっちかというと貧困のほうの子育て

支援のほうに予算を藤沢市としてはやっていくんだよみたいなものが欲しいなと思いました。 

○？？委員 今の廃止とか見直しの関係で、私は自分がかかっている病院で、栄養指導とかが

すごく丁寧に今なってきているなと。ここ10年ぐらいで、必ず栄養士がいて……。 

○？？委員 ありますね。 

○？？委員 管理栄養士がいますものね。 

○？？委員 窓口がね、相談窓口。 

○？？委員 だから、そういう需要はどこで解決しているのかとか、そっちの視点を持って、

おっしゃったように、きちんと解決する場所があるのだったら、家まで来ていただかなくて

もということで解決しているのであれば、もともとがテーマではないわけですね。だから、

この設定がちょっとずれている。実態とずれていた場合はこういう数値が出るということも、

おっしゃったようにこの中にはあると思うのです。私はそれを読んで、「私、家に来てもら

って、そんな、そんな」って、自分でまだ歩けるうちはではなくて、月に１回行くと、大体

数値は今すごくチェックもしていて、糖尿病であるとかなんとかであるというのは、病院の

ほうがそういう指導をどんどんやっていますので、そういうところで解決している方もすご

く増えていると。 

  だから医療等とも関係しているので、ちょっとこの設問の実態がどうなのかという今の視

点で見直すのは、すごく意味があると思います。数字に振り回されているけれども、何か基

盤のところをしっかり分析しないとどうなのかなと思いました。 

○木村会長 今いろいろな視点が出ておりますけれども、いかがですか。では、宮川委員、先
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によろしいですか。お願いします。 

○宮川委員 今のご指摘のあった58番の生活支援型ホームヘルプサービスって、確かに私も少

ないなと思ったのですけれども、これを見ると、要支援、要介護に該当していない方のホー

ムヘルプサービスということで、これを見ただけでは実は何かよくわからないのではないか。

一体どんなニーズのある方をこれは拾えているのか、あるいは拾えていないのかというのは、

ちょっとわからないので、ここはもう少し丁寧に見る必要があると思ったところです。 

  もう一つは、同じページの給食サービスの廃止というのがありますけれども、全体的に見

て、給食サービスの廃止ですとか市民活動のＮＰＯ助成の見直しというあたりは、どう見直

されていくのかよくわからないところなのですけれども、アウトリーチが細っていくような

印象を受けていて、もちろん配食は民間があるのですが、配食というのは、もしかしたら、

単に食事を配ることだけが目的ではなくて、そこでの見守りとか、さまざまな異変のキャッ

チですとかといったところも含んで配食をしていたのだとしたら、ではその部分、今までア

ウトリーチしていた部分をどうフォローしていくのかという工夫が必要になってくるのかな

と思います。 

  市民活動の助成の見直しについては、これも間接的になのですけれども、男女共同参画と

かかわっているように思います。というのは、先ほどの資料１とかの男女共同参画の数字に

もありますが、政策に直結するコアな委員会には女性が少ないけれども、そのペリフェラル

というか周辺のところの女性参加が増えてきていて、別の言い方をすれば、周辺は増えるけ

れども、そこからコアのところにこの５年間全く移っていないということも言えているわけ

で、周辺の部分というのは、先ほども子ども食堂とかにもあったように、ＮＰＯセクターと

の密接な関係がある部分だと理解しています。 

  この市民活動への助成事業というのは市として結構貴重なパイプなのではないかと私には

見えていて、これがどう見直されるのかわからないけれども、もしなくなってしまうと、市

の行政からＮＰＯセクターが見えなくなるというような点もあり、どのような形になるかわ

かりませんが、よい形の見直しが進むことが、間接的に男女共同参画にもつながっていくの

かなと思いました。 

  アウトリーチの件でもう１点、ご存じの方もいらっしゃると思うのですけれども、兵庫県

の明石市が、来年度から子ども向けのおむつの宅配事業を始めますという話がありまして、

高齢者向けのおむつの宅配は、今、藤沢市でもされているのですね。それは、まさにアウト

リーチで、０歳児のいる家庭におむつを宅配するという事業をすることで、見守りですとか
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虐待の検知ですとか、何か困り事を早く拾うというようなことで、今、特にお母さんですね、

特にお母さんのＳＯＳをキャッチできるような仕組みづくりを狙っているというようなお話

がちょうど飛び込んできたところですので、こういった施策は藤沢市でも参考にしてもよい

のかなと思ったところです。 

  そういったアウトリーチの手段をしっかり確保することを念頭に置きつつ、施策の見直し

を行っていただければという希望です。 

  以上です。 

○木村会長 ありがとうございます。 

○樋浦委員 樋浦です。 

  資料３の（３）の真ん中の６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間が、目標150

分に対して227分というのは、１日の生活時間を考えても227分って何だろうと思ったので、

この調査方法が違うという部分の説明をお願いしたい。 

○事務局（中田） まず、総務省の調査からなのですけれども、総務省の調査はかなり細かく

て、１日のタイムライフが書かれていて、そこに何をこれだけやりましたということを書い

ていただくような、「これだけの時間、これをやりました」と書いていただくものです。今

回の藤沢市で行ったものについては、「やっていますよ」「どれぐらいやっていますよ」と

いう書き方になってしまうので、ながら、「別のことをしているけれども、子どもを見てい

ますよ」みたいなものも含まれかねないということはあります。 

  これは、専門部会の中でたしか東委員が言ってくれたかと思うのですけれども、この書き

方をしてしまうと、「俺なんかいつもやってるよ」と物すごい結果として出てくる可能性が

あるよねとは確かにおっしゃっていました。ただ、これまでこういったことを尋ねる機会が

全くなかったというところもありましたので、設問としては設けたのですけれども、やはり

そんなところで、きちんとした本当に正しい数字かと言われると、疑問は残ります。 

○樋浦委員 この数字がひとり歩きして、藤沢市はすごく育児参加が極端に進んでいるとなる、

実態はどうなのだろうと正直思いました。だから、８時間労働で、通勤時間を入れてという、

外で働いている家庭の場合、とても無理ですね。だから、自営業等で１日いる人が「１日や

ってるよ」と数字を出せば数値は上がるのかもしれないですけれども、本当に実態を知りた

いし、すごく改善したと言うのはちょっと危ないなと思った次第ですので、ちょっとそのあ

たり、何かコメントをつけて報告等にはしていただいたほうがいいかと思います。 

○木村会長 ここに調査方式が違いますという注釈が入っていますけれども、そういった注釈
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は必要なところですね。 

○樋浦委員 こんなに行かないですよねとは思いました。 

○？？委員 家にいる時間。 

○？？委員 そうですよね。 

○木村会長 ありがとうございます。もしよろしければ、次の議題３の次期というところに入

ってはいくのですけれども、そちらとの関係という部分で立ち戻ってご発言いただいても結

構ですので、このあたりで３のほうに移らせていただいてもよろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。では、冒頭で申し上げました、この間、２回ほど専門部会を開催

しまして出てきた議論の内容のポイント、視点、観点、そのあたりを盛り込んだ資料６とい

うことになるかと思うのですけれども、そちらの次期ふじさわ男女共同参画プランについて、

議題３の部分の事務局からのご説明をお願いいたします。 

○事務局（中田） それでは、議題３について事務局から説明させていただきます。資料６と

いたしまして、皆様のお手元にございます「第２回専門部会 意見まとめ」。第２回とあり

ますけれども、第１回も含めて  と考えております。 

  こちらは、専門部会の中で、先ほどの資料２に当たる事業をそれぞれ手分けしていただき

まして、それぞれに対してコメント等意見をつけていただきました。それと、第２回専門部

会の中で出ました意見をまとめて、主にこういったところに力を入れていってほしいとか、

そういったような意見という形でまとめたものになっております。 

  順番としては、将来像・基本理念から始まりまして、全体、各重点目標、そして一番最後、

その他新規の課題という形でまとめているところです。 

  こちらにいただいた内容をもとに次期プランの策定に向けての意見提案という形を整えて

いくようになりますけれども、現在ここに意見として上がっていないものもあるかと思いま

す。そういった部分も含めて、これは入れてほしいとかといった内容がございましたら、ご

意見をいただければと考えております。 

  事務局からは以上です。 

○木村会長 ありがとうございます。 

  資料６は追加でご郵送いただいた中に入っていましたね。そういうことで事前にごらんい

ただいている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、全体像の部分から重点目標１か

ら５、そして最後、新規の課題ということで、前回のプランまでにはあまり社会的な課題に

はなっていなかったけれども、この男女共同参画という文脈で取り上げたほうがいいのでは
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ないかというお話が幾つか出ているということで、まずは視点を出させていただいている状

況かと思います。 

  特に、分科会にはいらっしゃっていない委員の皆様を中心に、どういったご感想、あるい

はこういったものも入れたほうがいいのではないかというようなところが何かございました

ら、順次ご発言をお願いいたします。宮城委員、お願いします。 

○宮城委員 今の資料だと３ページの男女の仕事と生活の調和の欄になると思うのですが、ち

ょっと戻ってしまうのですが、先ほどの資料３の（３）で、ワーク・ライフ・バランス推進

の仕組みを導入している市内企業の割合ということで83.7％まで伸びてきましたといったと

ころなのですが、これは何か先ほどのコメントだと、ノー残業デーとか、そういうものも含

まれるといったところで、私どもの会社でも、今力を入れているのがフレックスタイム制と

か、あとは在宅勤務ですね。在宅勤務を物すごくやれと。 

  あとは、この間、オリンピック・パラリンピックを想定してテストみたいな感じでやった

のですが、勤務地が東京でも、例えば家が藤沢だったら藤沢のＮＴＴで仕事ができるような

仕組みとか、そんなようなものを今いろいろやっているのですが、課題としては、フレック

スの制度はあるのですけれども、勤務管理とかが大変な部分も出てくるので、利用者がそれ

ほど伸びていないと。あと在宅も、勤務管理とか情報を共有する仕組みづくりが若干うまく

いっていないとかといったところがあるのですが、これは単純に制度を導入している割合と

いう感じでよろしいのですかね。制度はかなり導入されていると思うのですが、利用してい

る方がどのぐらいとか、そういうものまではわからないですね。 

○事務局（中田） はい。 

○宮城委員 わかりました。 

○木村会長 この重点目標３については、もう実践の時期に入ってしかるべきワーク・ライ

フ・バランスというテーマかと思いますので、いい事例を取り出していくとかといったこと

も、課題１の部分に好実践例の表彰とか、そういったことも書いていますけれども、そのあ

たり、ひとつ次のプランのフェーズでは課題なのかとは思いますね。 

  小野委員、お願いします。 

○小野委員 ３ページの課題３、子育ての関係で、２つ目のポチで「保育園が増えているのは

承知しているが」というようなところで、これは最近の傾向かと思うのですが、無償化され

て保育園に入る子が増えてきている。だけれども、そこで働く人の勤務時間とか中身がきつ

くなってきていて、辞めていくという状況が新聞なんかでも報告されているので、そこら辺
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についてはこれからの調査かと思うのですが、保育園の関係の方がいたら、藤沢市の現状み

たいなものがわかればお話ししていただくと、無償化と、それから働き方改革みたいな部分

での状況がわかるといいなとここでは思いました。 

○木村会長 ありがとうございます。藤沢市に限らず巷間言われている課題かという部分があ

りますけれども、吉田委員、よろしいですか。何か。 

○吉田委員 私は１つの園の中に埋没している人間ですので広くはわかりません。ただ、うち

の園で考えるには、無償化だから、イコール働き方改革と直結しているかというと、今のと

ころその状況は見当たらないのですね。むしろ無償化ですとか、ワーク・ライフ・バランス

ですとか、そういうところから、お母さんの勤務時間がしっかりと短縮化されるとか、それ

から働く時間、育児時間が確保されるほうが、子どもにとってベストであると思っています。

育児時間や保育時間が短ければ短いほど母子の一体化の時間が長くなるわけですね。育児、

子育ての基本は、昔から基本は変わらないと私は思っていますので、本当に母子一体の時間

をどうやって１日の中で得るかということで、先ほど言いました１日当たり227.3分、そん

なことよりも、実質の実のある時間をどうやって確保するかのほうが大事かと思っています。 

  現実、保育士は足りません。ですから、足りない状況でいますので、保育の質の低下に及

ばないように、待機児童を解消しつつ、でも、小規模保育園だけの乱立に終わらず、保育の

質も低下させずが、子どもにとってもお母さん方にとっても一番ベストな状況だと思ってい

ます。それが保育の無償化と直結するかどうか私にはわかりません。 

○木村会長 ありがとうございます。まさに子どもの利益と母親の利益、そこの両立というと

ころで、各保育園がそれぞれ独自にすごく苦労されているというところは見てとれて、私も

子どもが保育園出身なのですけれども、やはり園によって、そこがすごく違ったりという部

分もあったりというところで、今数が増えているので、質のというところが非常に、当時か

ら少しずつ変わってきているなという実感がございます。ありがとうございます。 

  今は重点目標３の部分のお話をしておりますけれども、その他の目標を含めましていかが

でしょうか。ざっと読んでいただいて。小林委員、お願いいたします。 

○小林委員 ドメスティックバイオレンスの根絶、デートＤＶのところから性教育のところで

すけれども、デートＤＶ、さっき、こちらのものを見ると、大学生と専門学生にはそれにつ

いてのチラシを配りましたということですが、これって結構、もう中学校ぐらいからとても

大事なことだと思うのです。特に高校もデートＤＶで予期せぬ妊娠をしたりとか、それは、

やはり正しい性教育にかかわってくると思うので、藤沢市内ではあまり積極的に現地におい



23 

 

て性教育の保健所から出張しての教育は多分行っていない、全市内の全中学校において行っ

ていないと思うのです。青少年指導員協議会では、今年度、保健所から保健所長のドクター

と保健師の先生をお迎えして講義を受けたのですけれども、やはりこれは、早かったらもう

小学校から、保護者の方を含めて、お子さんがしっかり正しい知識を得て自分を大切にする

ということの教育がすごく大切だなと思っています。 

  そういうことをやはり、では中学校で、小学校からやったらいい、中学校からやったから

いいというのではなくて、やはり継続してやっていかないと、先ほどのここにも書いている

のですが、その後の自分の人生における設計がとても狂ってくる。予期せぬ妊娠とかが起こ

ってくることもあるので。家庭で全て教えてもらえる家庭ばかりではないので、やはりＳＮ

Ｓに頼らず正しい知識を人から習うというのはとても大切かと思います。すみません、ちょ

っと言葉があれなのですけれども。 

  それで、デートＤＶ等のパンフレットですが、やはり高校もありますので、大学生とか専

門学校ではなくて、市内における中学校、高校にも全部配布して、そのチラシにはＱＲコー

ドがついていますかね。やはり今のお子さんって、そういうチラシってこうなんですね。も

う捨てるか机の中に。やはりＱＲコードを全部つける。そうすると、気になる子は、多分そ

のＱＲコードでそこから情報を得るので、青少年に関するリーフレットに関しましては全て

ＱＲコードをつけていただくことを義務づけてほしいと思います。 

○事務局（中田） ちょうどその話というところなのですけれども、市でつくっているデート

ＤＶのパンフレットですが、こちらに２市１町という形で茅ヶ崎市、寒川町と共同してつく

っているものになっております。昨年度まで確かに大学とかに送っていたのですけれども、

送ってはいるのですが、多分基本的に配架になってしまうというところもあって、効果とし

てどうだというところもありましたので、今年度ですけれども、ちょうど市内中学校に全員

配布しました。中学校２年生ですけれども。全員に対してはちょっと数が足りなかったので

すけれども、２年生に対して、今後継続して配布していこうと考えております。 

  こちらのリーフレットをつくる段階でも、やはりＱＲコードの話が出てはいたのですけれ

ども、２市１町でつくっているというところもあって、それをどこに飛ばそうかというのが、

今全然できていないところだったのですね。例えばどこかの市のデートＤＶのページに飛ば

すのか、それとも２市１町として何かページを１個つくるのかというところが議論として成

熟しなかったので、今回は見送ったという形になっています。やはりお話をここでもいただ

いたというのもありますし、具体的に検討していく事項なのかとは思いますので、そちらを
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２市１町の会議のほうには上げていきたいと考えます。ありがとうございます。 

○木村会長 よろしくどうぞお願いしたいと思います。 

○樋浦委員 今の関連で、せっかく中学２年に配るのでしたら、ぜひ講座も含めて検討してい

ただきたいと思います。 

○木村会長 そうですね。 

○柳田委員 柳田です。 

  飛ばす先は本当に受け皿がよく不足しているというかわからない、また、少なくとも神奈

川県下とか横浜市とか身近なところで欲しいところなのですけれども、みずらのほうでもそ

ういう電話は入ってくるのですが、それを、例えば県からの委託を受けているときには、必

ず県に、どこに案内して、リファー先としていいですかと聞いて、その了解が得られたら、

トライという事業、県の事業なので、民間団体であれば、「こういう団体がありますよ」と

か、今、繁華街にいて、怖いお兄さんから声をかけられたとか具体的なことがあったときに、

本当はそこに飛んで行かなければいけなくて、そういうものは、東京では「こらぼ」とか幾

つか実践していらっしゃる方がいて、それには、法的知識がある方もいたので、男性も一緒

に参加して、車でその子どもとかをピックアップに行くとか、もう具体的なことがすごく実

践を伴わないと、電話的にやりとりするようなやりとりではないことも多いということで。

だけれども、なかなかそれが、近辺でそこまでの実行力を持って何か活動してくれていると

ころがなくて。デートＤＶということであれば、電話で「それは危険だよ」ということを言

うということで、みずらなどにもすごくたくさんの相談が入ってきていますけれども、それ

をもっと超えた、もう本当に犯罪みたいな話がちらちらとしたときに、我々に何ができるの

かというのが今課題なのです。 

  県は、具体的な団体名とかではなかなかリファーできないということで、もう一回、せっ

かくつながった電話を「普通のウイークデイのみずらという団体にかけ直してください」み

たいなことになると、そこにまずかかってくる確率はすごく下がってしまって、かかってき

たら、「こういう団体があります。ネットで検索すれば出てくるから、そこは詳しいです

よ」とか、それも何かたらい回しふうであまりよくないわけなのですね。だからすごく悩ま

しいところなのですけれども、なかなか、どこかにＮＰＯとか、自分たちがそういう活動を

やっている方は、かつて自分もそういう現場に身を置いたことがあったりして、すごく具体

的なのが、リアリティーがすごくある実力を持った方たちでやっているので、こういう声の

かけ方がだめだとか、こういうふうにアプローチしたほうがいいとかわかった方たちがやっ
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ているところが、やはり安心感というかがあるのですけれどもね。ちょっと難しいところで

す。ただ、もちろん啓発というのは、もうちょっとでも目にとまるようにやっていただきた

いと思います。 

○富山委員 富山です。 

  今、関連してというか言われたように、現場と、それから全体の協力というのはあると思

うのですけれども、現場のほうはいろいろ、東京の場合は私も団体を知っていますし、神奈

川でもいろいろやっている団体は知っていますが、ただ、現実は、つながるところというの

は難しいところがありますね。 

  もう一つは、やはり性教育を含めて、学校教育の中で実際性教育ができていないというの

は事実ありますから、そういうことを含めた部分を、我々だけではなくて市とか教育委員会

とかを含めて、そこをまずきっちりやるということと、やはり今学校に相談がなかなか行か

ないのですけれども、本来は先生と、あるいは学校の養護教員とかに相談の１次窓口を置か

ないと、現実的になかなか、そこで今度は家庭に行ってしまうと、家庭もいろいろあります

から、できていないということを含めて。 

  だから、両方多分やらないといけないかなというのがあるのと、学校教育あるいは学校以

外の教育を含めた性教育とか、もっと言うと人間教育みたいな、特に今、自己肯定感が非常

に足りないとか、いろいろな課題がありますけれども、そういう部分の教育を学校だけでは

なくてやっていくことが、１つは一番必要かなと思いますね。その上で、さっき言ったよう

に、どこか窓口も含めて、それはそれで並行してやるというのですか。主に、どっちが先か

と言えませんけれども、こういう組織でいうと、やはりそういうところに声を上げてもっと

やっていくべきかなと私は思うのです。 

○木村会長 ありがとうございます。どうぞ。 

○樋浦委員 樋浦です。 

  ４ページの課題２のところの「性被害者支援について、取組をすすめてもらいたい」とい

うところで、神奈川県で「かならいん」というのがワンストップというか、それを受けて具

体的にやるものができていて、連携するというか、藤沢市にもぜひワンストップで、そこに

電話をしたらば、ふさわしいところにつなぐという、いろいろなところではなくて、つくっ

てほしいなと思っています。ですから、取り組みを進めてもらいたいという中身は、そうい

うワンストップのというか、ここにかければ性被害の問題は適切な専門のところにつながる

というような仕組みをつくってほしい。それは啓発することと並行してできることですので、
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ぜひということを、この３つ目のところにさらにお願いしたいと思います。 

○木村会長 ありがとうございます。重点目標、今までの部分は、やはり小林委員にさっきい

ただいた啓発の部分と、柳田委員におっしゃっていただいた、もう結構最終的な介入の部分

と、それで、樋浦委員からおっしゃっていただいた相談の部分ですね。そのあたりはきっち

りと位置づけられて、どんなことが事業として可能なのかいうところが見えてくると、１つ

前進なのかなとは思います。 

  介入の部分は、でも、本当に最終的なところだと思います。例えば、できることとして啓

発のところですね。未然にというところで、小林委員が幾つもおっしゃっていただいたよう

なところ、プラスリアルに、やはり人から話してもらうと子どもには響きますよね。親から

うちゃうちゃ言われたりとか、ただ情報のリーフレットを見るよりは、前に立った人の話で

反応するというのは多かれ少なかれあるなというところは感じるところですので、そういっ

た機会は思った以上に大切にしたほうがいいのかなというところは思います。 

○？？委員 あと、それに関連して１つだけ。私の所属しているところで、かなり、年に１回

とは言わないのですが、時々来るのは、教員自身からの問題がゼロではないのですね。それ

で、新聞記事を見ていると、結構教員の処分みたいなものが後を絶たないということで、特

に義務教育の小中学校の教員であったり、そういうことがあるので、これの全体を見ている

と子どもに向けて語りかけるのだけれども、周りにいる大人がどう気づくかとか、どういう

価値観を持っているかがすごく大事なことで、その一番大事なことはもちろん親だとは思う

のですけれども、学校の先生も、何かちょっとつぶやいたことの中から「大丈夫かな？」と

思ってくれるような、そういう教員がたくさん育ってほしい。ましてや教員自身の中に何か

問題があるなんていうことはここでは想定していないわけですが、本当に残念なことだけれ

ども、それも想定しなくてはいけない。 

  今や保育園などでも男性保育士も出てきているので、おむつをどうかえるかというのをこ

の前、朝日新聞の家庭欄で、女の子には女の人が、それで、男の子は男の先生で分担すると

か、絶えず複数制をとっているとか、そういうもので親からもいろいろとそういう声が上が

ったりしてきたりとか、そういう話もあって、男女共同参画というのは、そういう問題も出

てくるのだなと改めて思ったところなんです。そういうものも含めての、今度は教員サイド

あるいは市の職員についても、一般的な人権研修ってなさっていると思うのですけれども、

何しろ大人自身が子どもに対する知識とか目線とか、そういうものがすごく大事。 

  特に、子どもと接触する場にいる人については、それをすごくいろいろと具体的なことで
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講演会等で知っていく。こういう事件がありましたというのは新聞で見ていて、「こういう

のは特殊な人だろう」「こういうのは特殊な人だろう」と思うのではなくて、そういう危険

性があることを絶えず考えていることだけでも全然違ってきて、やはりその子が課外授業で、

課外に通っていた場でぽつんとつぶやいた一言から、学校の先生にはなかなか言わないこと

だけれども、受けた大人が「あれっ？」と、「言った言葉がおかしい」ということから、具

体的なことが浮かび上がったような事例もあるみたいなんですね。ということは、その人が

やはりすごくセンサーが鋭かったからだけれども、その子ども自身は、何が起こっているの

かも自分はわからないので、本当にちょっとつぶやいたみたいな話も聞こえてきているので、

大人に対して、子どもとかかわっているような大人、まさに子ども食堂なんかだと、意外と

ぽつんとつぶやいてくれたりとかするかもしれないなとか、家でこんな嫌なことがあったと

か、そういうようなことも言うかもしれない。嫌なことがあったら、何かを吐き出したいと

子どもも思っているので、そういう意味では、そういう場の人たちにすごく注意をしていか

ないとということを現場的には感じています。 

○木村会長 ありがとうございます。 

○？？委員 今、教員の話が出たので、僕は教員をしていたので。それで、教員を辞めてから、

藤沢市の教育文化センターで教育相談をカウンセラーと一緒に２年間ちょっとやったのです

が、やはり学校の先生方から電話が直接かかってくる状況が多かったということがあります。

そして、現状を言いますと、教員の年齢差が上と下で、中間がないということで、今やはり

悩んでしまってうつ病になる先生方が、昔は産休が多かったのですが、今は療養休暇が多い

という状況があって、やはり先生方が自分の悩みを言える中間層がないので、なかなかそれ

を聞いてあげられない。そして、管理職もいろいろ問題を持っていますので、なかなかそう

いう先生方からの悩みを聞いてあげるという状況ができないという状況があって、やはり問

題が起きて当然かなという状況が今多い。 

  そして、悩み相談で電話を受けても、その人がこういう機関があるよということですぐ電

話をここへ回してという状況だと、その人は、もうそこへはかけられない。電話を最初にか

けたところが聞いてあげないと、聞いて、それから気持ちをちょっと穏やかにしてから、

「こういうところがありますよ」という形で紹介してあげないと、なかなか、１回かけて、

それで「ここへ」と言われると、ちょっと心が折れてしまうというような状況があるので、

我々のところへ電話がかかってきたときも、１回話を聞いてあげることが大事かなと。それ

ぞれの機関でも多分そうだと思うのですね。かかってきて、すぐこっちへ回してという状況
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では、なかなか相談がかけにくいということがあります。 

  そして、障がいのある方の部分でも、今、子どもも学習障がいとかいろいろな形であるの

で、そういうグループの中でいろいろな話し合いを持つというようなことも大事かなと思い

ますし、そういう悩みを持った人が先生になって、自分の悩みを健常者の人に話をして、グ

ループ討議をしていくというような場を設けられると、またいいのかなと思います。 

  だから、先生方が、悩みを言えるような機関みたいな、教育委員会でもなかなか、上から

下ですので……。 

○？？委員 そうでしょうね、難しいでしょうね。 

○？？委員 それで、カウンセラーもなかなかそういう部分で、子どもに対してのカウンセラ

ーはできても、大人のカウンセラーという形の部分はなかなか弱い部分があるのかなと思い

ます。各学校にカウンセラーは配置されていますけれども、それは先生方の悩みを聞くとい

う部分ではちょっと弱い部分があるので、もっと大人のカウンセラーみたいなものもどこか

で集中して受けられるような形にしていかないと、今、先生方は、指導要領も来年変わると

いうことで、また教育の方法がちょっと違うようなので、それも勉強しなさい、子どもとの

かかわりも、それから教員同士のいじめもありますので、そういう部分でも悩まなければい

けない。本当に先生方は今、子どもが好きで先生になるだけではとてもできない状況ですの

で、そういう意味で倍率も下がっているのではないかと思いますし、だから難しい状況であ

ると。 

○木村会長 ありがとうございます。すみません、ちょっとお時間の関係がありますので、よ

ろしいでしょうか。いろいろと環境が変わってきているというのはいろいろなところに言え

るかと思います。 

  今までですけれども、重点目標１と２と５に関しては、特にまだご意見等いただいていま

せんが、大丈夫ですか。あと５分ぐらい、もしありましたら。３と４はいただきましたけれ

ども。小林委員、よろしいですか。１、２、５で何かございますか。 

○小林委員 重点目標２の課題４の防災分野での男女共同参画の推進、事業43「避難所に女性

の視点・ニーズを取り入れた配慮は重要」。立て続けに千葉県、長野県、東北と続きました。

その間に子どもが長い間学校に行けない時期もありました。これはよそ事での話ではなく、

当然藤沢市でもあり得る話なので、女性の視点も要るのですけれども、子どもの視点も要る

のではないかと思うので。防災会議が37人もいて女性が３。この防災会議の37という委員数

の内訳、どなたがいらっしゃるのでしょうか。 
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○事務局（  ） 防災会議は、市長とか、あとは防災関係課長等が入っているもので、外か

らでいくと、公共交通機関の駅長ですとか、あとはタクシー、神奈中、バス協会とかが入っ

ていました。あとは自衛隊もたしか入っています。 

○小林委員 そういうレベルなのね。 

○？？委員 救援救助とかインフラとかそっちが除かれているのですね。 

○？？委員 消防団は入っていないですか。 

○事務局（  ） 消防も入っています。 

○？？委員 消防署ではなくて消防団。 

○事務局（  ） 団までは、すみません、記憶がちょっと、わからないです。 

○小林委員 やはりここの防災会議に女性の方がもっと増えて、中学校か高校のお子さんが来

られる時間帯で開催してもらって、年に１度くらいはお子さんのそういう視点、もしそうい

うことが起こった場合、どういったニーズが必要かというのをすくいとれたらなというのは

ちょっと感じました。 

○木村会長 子どものニーズというのが物すごく重要なのですけれども、それとともに、明る

いほうの話をちょっとすると、子どもが避難所生活で非常に伸びていくというか社会性を身

につけていったという話もあるのですね。なので、そういう観点からも、少し事業展開を考

えていったらいいかもしれませんね。だから、防災よりも、救援ではなくて避難所運営みた

いな、そっちのほうが防災の事業の中に入っていると思うので、そのあたりでもうちょっと

話を広げていくというかがいいかもしれませんね。だから、地域の自警団、消防団も女性が

増えてきていますから、そういうところにも子どもが参加していくとか、何かもうちょっと

ね。 

○小林委員 地域で活動していると意識の高いお子さんがいっぱいいます。自分から地域の活

動を手伝ってくれるお子さんとか、生き生きしていますよね。あと、ボランティアクラブと

いうものも高校によってはあるので、そういうところに所属している生徒は…… 

○？？委員 高校生とか。 

○小林委員 はい、高校で。すごく意識が高いと思うので、そういうお子さんをこういうとこ

ろにまた引っ張りだして、そういうお子さんが、また仕事とは別に、社会のそういった行政

で目が行き届かないところをすごく盛り上げてくれるのではないかというのは、日々活動し

て思います。 

○小野委員 今の43の女性の目線ということで、私も長野県木曽の生まれで、長野市で寮生活
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を２年間した経験があって、千曲川には大分お世話になっていたので、今回、氾濫して心が

痛いのですが、神奈川新聞に、やはり女性目線でということで、千曲川の関係で女性目線が

まだ足りないという部分がありまして、意見を酌み取りやすい体制づくりが重要と。それか

ら、ふだんから地域で女性の取りまとめ役を決めておくこと。女性や子どもに防犯ベルを配

ることが犯罪予防になる。避難所などでのセクハラとか、そういう部分かと思います。それ

とあと、国で女性や子どもの啓発事項をまとめる指針をつくるというような部分が見直され

るということが載っていましたので、ちょっとそんなことも参考にうたっていけるといいか

と思いました。 

  以上です。 

○木村会長 ありがとうございます。災害が本当にこの間いろいろとございましたので、非常

にリアリティーがあるかと思います。 

  重点目標１、５あたりで大丈夫でしょうか。 

○小野委員 「事業56、57を統合してもよいのではないか」とあるのですが、ここのところは

何でしょうか。56、57を。 

○事務局（中田） 資料２の24ページですね。 

○木村会長 「青少年の学校外活動の充実」と「放課後の児童に対する施策の充実」。24ペー

ジですね。 

  今、24ページの進捗管理シートのことをおっしゃっていただいていますね。 

○小野委員 はい。56と57の事業を。 

○？？委員 それは重点目標３の、４ページの５行目に書いてあることですね。重点目標５で

はないけれども。そこをおっしゃっているみたいですね。 

○木村会長 ごめんなさい、ちょっと私がわかっていないですね。事務局、わかっていますか。

わかりましたか、今、小野委員がおっしゃっていただいたところ。 

○事務局（中田） 今お話しいただいているのは、多分重点目標３のところに入っている、重

点目標３の課題３の最後のポチ、「56、57を統合してもよいのでは」という、それなのだろ

うと思いますが、それについては、資料２のほうを見てもらうと、24ページのところに事業

ナンバー56、57は載っているところです。 

○木村会長 これは何かありましたか。 

○事務局（中田） 会議の中の発言とかではなくて、見ていただいた方の意見だと思います。

意見を取りまとめた中に入っていたもの。 
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○？？委員 どんな趣旨だったっけ。 

○小林委員 56の青少年指導員の研修の充実と青少年健全育成事業の推進、こちらは、県から

私ども委嘱を受けて青少年指導員として活動させていただいているので、56と57は、すみま

せん、これは統合はできませんので。ここに書いてある内容がそもそもアンマッチなので、

56と57は完全に別です。57に関しては、これは市が独自で青少年課が進めているものであっ

て、56に関しては、私ども県から委嘱を受けております青少年指導員協議会がさせていただ

いているものなので、すみませんお間違えなきようよろしくお願いします。統合とかそうい

うものはちょっと、そもそも無理な話なので。すみません、なので、そこはちょっと認識を

そちらのほうでしていただかないと。そこでしていただいて、委員会のほうですぐおっしゃ

っていただかないと、委員会の方はこれ、そういう認識になってしまうので。そもそも別と

いうことをおっしゃっていただかないと。 

○？？委員 内容も全然違いますね。対象も違うし。 

○小林委員 違いますので。そうなんです。なので委員会で、その際すぐ言っていただかない

と。そもそもここに載ってしまうと私たちも困るので。そもそもここに載ると私たちも困る

のです。 

○小野委員 今そういう質問をしたので。質問自体はそうです。 

○木村会長 ちょっとこれは違うというところですので。 

○小林委員 はい。訂正をよろしくお願いします。ありがとうございます。後でちょっと申し

上げようかなと思っていたのですけれども。 

○木村会長 ありがとうございます。大丈夫です。教えていただきましてありがとうございま

す。 

  また何かそういった、それぞれ皆さんの観点でお気づきになられたこととかがありました

ら、ぜひ事務局のほうにお寄せいただきたいのと、あと、最後ですけれども、全体的な部分

も含めて、井上副委員長は専門部会の部会長ということでやっていただきましたので、ちょ

っとここまでのところで、いろいろ前段の  とテーマ関連があったかと思いますけれども、

トータルな部分と、もし何か個別の事項でお気づきになられた点とかありましたら、改めて

お示しいただけますか。 

○井上委員 わかりました。今回2020ということで、久しぶりのと何年間で見るかはともかく

として、大事な機会なので、ぜひ進める方向でやっていきたいと私自身も思っています。 

  やはりもうちょっとめり張りをつけてどこをやるのかというものが打ち出せるといいかな
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と私自身は思っています。細かい事業それぞれについては、委員会等でも、今日のお話も含

めてもうちょっと議論したらいいと思いますし、何より庁内で精査していただきたいことが

たくさんあると思うのですが、今、会長からもお話しいただいたように、このプランが市政

全体に持っている意味みたいなものが、本当に私、この男女共同参画プランや行政のさまざ

まな動きが定着することによって、何となく埋没しているというか、何かちょっとそれって

矛盾しているような気がするのですけれども、非常に初期のころのあわわ、あわわして、

「どこがやるんだろうね？」みたいな時期から落ちついてきて、定常化したことで、何とな

く最初の目標が見えなくなっているような気がするので、そういう意味では、改めてもう一

度「ジェンダーの視点って何だったか」ということを、ないしは男女共同参画って「男女で

いいのか」という話も含めて、何を狙った施策なのかというものを庁内はもちろん、それか

ら市民に対してもわかるような何か、ちょっと抽象的な言い方しかできなくて申しわけない

ですけれども、非常に幅の広い計画、プランですので、「これなんだ」という肝みたいなも

のが出てくるといいなと思っています。 

  私としては、今、ジェンダーメインストリームということと、あとは、やはりジェンダー

と関係しますけれども、多様性というものをどうやって取り入れていくか。多様性の中で、

多様性を取り入れるときに、放っておいたらどんどん多様性が出てくるよという時代ではな

いので、多様性を支える仕組みをどうやってつくっていくのかとか、そういう観点からジェ

ンダーということを少し盛り込んでいけるといいのではないかと個人的には思っています。 

  委員会を含めていい議論が今回できたと思いますので、庁内でもぜひもんでいただいてと

も思っています。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○木村会長 ありがとうございます。 

  今、全体を俯瞰するような形でコメントをいただきましたけれども、何か今回のコメント

を受けて、最後、２～３分ほどですが。大丈夫そうでしょうかね。 

  今後の部会の流れですとか、それを踏まえた協議会での合意のスケジュールは後ほど事務

局からお話があるかと思います。 

  ありがとうございます。 

  そういった形でのスケジュールもお示ししますけれども、今後も、めり張りという部分、

確かにそうですね。見出しも欲しいですねというところがあるので、引き続き専門部会でも

お願いしたいと思います。 
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  一応その他ということで項目がありますけれども、何かちょっとこのタイミング、次回は

年も明けますので、何かご指摘されたいこととか、そのあたりよろしいでしょうか。大丈夫

でしょうか。 

  それでしたら、一応会議としては、本日はここまでということで私のほうは終わらせてい

ただきたいと思います。皆さん、ご協力ありがとうございます。 

  事務局のほうにお戻しをして、今後のスケジュール等のお話がありますので、事務局にお

戻しいたします。 

○事務局（中丸） 皆様ありがとうございました。 

  今お話がありましたが、今後のスケジュールにつきましては、１月中旬から下旬に専門部

会を開催、２月中旬ごろに全体会を開催の予定としております。日程の調整につきましては、

また改めてご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  また、２月の全体会が第15期ふじさわ男女共同参画プラン推進協議会の任期中最後の会議

となります。これに伴いまして、来期について、学識経験者の方には事務局から意向確認の

ご連絡を後日差し上げます。また、団体推薦の方につきましては、各所属団体にご連絡をさ

せていただきます。市民公募の委員の方は原則２期までとなっておりますので、１期目の方

につきましては、改めてご応募いただいて、選考の流れとなりますので、よろしくお願いい

たします。 

  それでは、本日はお忙しい中、ありがとうございました。本日の会議を終了させていただ

きます。 

○木村会長 どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 


